
秋田県子ども・女性・障害者相談センター自家用電気工作物保安管理業務特記仕様書 

 

１ 適用 

この特記仕様書は、秋田県子ども・女性・障害者相談センターにおける自家用電

気工作物保安管理業務（以下「業務」という。）について定める。 

本仕様書に記載されていない事項については「建築保全業務委託共通仕様書」（別添）

による。 

 

２ 業務履行場所 

   秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

   秋田市手形住吉町３番６号 

 

３ 業務履行期間 

   自 令和８年４月１日 

   至 令和９年３月３１日 

 

４ 自家用電気工作物の概要 

（１）需要設備 

○設備容量：３５０ｋＶＡ 

○受電電圧：６，６００Ｖ 

（２）非常用予備発電装置 

○原動機：ディーゼルエンジン 

○容 量：７０ｋＶＡ 

○電 圧：２００Ｖ 

 

５ 業務内容 

（１）月次点検 

    毎月１回、電気を使用したまま電気設備の点検・測定及び試験を実施し、その

結果を記録して報告すること。 

（２）年次点検 

    毎年１回、電気を停止して、電気設備の精密点検及び試験を実施し、その結果

を記録して報告すること。 

なお、毎日３回の給食を調理し提供する必要があるため、年次点検はできる限

り無停電で実施すること。 

（３）臨時点検 

    停電事故等があった場合は、迅速に出動し、原因調査を行い、応急措置、再発

防止策について指導及び助言を行うこと。 

（４）しゅん工検査 

       電気工作物の新設又は変更する際の設計の審査を行い、また官庁検査の立会い

をすること。 

 （５）その他 

当センターは、子ども・女性・障害者及び精神保健福祉に関する相談窓口に加

え、一時保護された子ども等を２４時間体制で保護する施設のため、停電時等の

不足の事態に対して２４時間・３６５日受付が可能な連絡体制を取り、速やかに

対応すること。 


